
業務仕様書 

１  業務の名称   

令和 8 年度中央区（東地域・中地域（三方原地区・萩丘地区））照明施設修繕業務 

２  業務の目的 

    本業務は、浜松市土木部が所管する道路照明施設（中央区（東地域・中地域（三方

原地区・萩丘地区））管内）を迅速に修繕することにより、夜間における交差点での事

故防止と明るさが創生する景観、治安維持の確保に向け、「安心」｢安全」「快適」な道

路の保全を図ることを目的とする。 

３  適用 

  この仕様書は、中央土木整備事務所の発注する照明施設修繕業務（以下「業務」と

いう）の履行に関し適用する。 

４  体制 

受託者は、２４時間常に業務が実施できる体制を整えること。 

５  業務責任者 

業務責任者（１級又は２級電気工事施工管理技士の資格を有するもの）を定め、業

務着手届（様式１）により委託者に届けること。これらの者を変更したときも、業務

責任者変更届（様式２）により届けること。 

6  通報 

受託者は、浜松市の管理する照明施設に異常を発見した場合、また第三者から通 

報・連絡があった場合は丁寧に対応し、その内容を速やかに監督員に報告し、その 

指示を受けるものとする。 

7  業務の遂行 

受託者は、監督員から指示を受けた場合は、速やかに調査を開始し、その状況を監 

督員に報告するものとする。監督員より修繕方法の指示を受け、速やかに修繕を行 

うこと。また、使用材料の入手困難により業務に時間を要する場合は、「修理中」であ 

ることを当該施設に表示するものとする。 

8  監督員の立会い 

ア 受託者は、監督員が立会いを指定した業務については、立会いを実施するものと 

する。 

イ 受託者は、業務実施にあたり、必要な場合は、監督員の立会いを求めることがで

きるものとする。 

9  使用材料の承認 

  使用する材料は、着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

10  不良材料の確認 

    不良となった材料の確認は、その資料（写真等）を監督員に提出するものとする。 

11 提出写真 

写真は履行の場所及び対象が判別できるものとし、「着工前」・「履行中」・「完了後」

にそれぞれ黒板に日付を入れて撮影したものを、写真帳に整理して提出するものとす

る。 



 

12 道路照明灯台帳等の修正 

    完了後は監督員が貸与する道路照明灯台帳（又は照明台帳）の記載内容を確認し変 

更が生じた場合は、速やかに修正提出するものとする。 

管理標示板（柱のプレート板）との内容に変更が生じた場合は、速やかに修正する

ものとする。尚、修正方法については監督員と別途協議するものとする。 

13 安全等の確保 

    受託者は、業務の実施にあたって、交通に危険を及ぼす恐れがあるとき、又は関係 

者以外の立入りを禁止するときは、バリケード、保安ロープ、セフティーコーン、そ 

の他保安施設を設置若しくは交通誘導員を配置又はその他適切な措置を講じなければ 

ならない。尚、公安委員会が警備業法に基づき指定する対象路線（別添①）に配置す 

る交通誘導員は有資格者（一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員）とすること。 

14 業務の実施及び完了報告 

ア 受託者は、別に定める業務依頼書（様式３）により、依頼を受けた都度、速やか

に業務を実施しなければならない。 

イ 受託者は、各回の発注に係る業務が完了したときは、速やかに業務完了書（様式

４（別表１を含む））、道路照明灯調査・修繕票（様式５）、及び写真帳を提出しなけ

ればならない。また、条項第 9 条により業務完了報告書（様式７－２）を提出する

際、業務実績報告書（様式６）、照明施設修繕業務完了報告書（様式７－１）を提出

するものとする。 

15 道路異常の報告 

    受託者は、道路の異常を発見した場合は、速やかに委託者に報告しなければならな

い。提出書類は、道路異常報告書（様式８）とする。 

16 その他 

    委託者は、業務履行期間中１回以上、受託者が業務を履行する現場を視察す

るものとする。 

 























   

     

 

 

       

       

       
   

   

      

      

      

      

      

      

      

      

        

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

別添①



   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

   
    

   
 

 


